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跡
部
達
蔵
内
乱
陰
謀
事
件
関
係
史
料
（
明
治
十
年
）

三
八
　
　
（
一
七
八
○
）
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跡
部
達
蔵
内
乱
陰
謀
事
件
関
係
史
料
（
明
治
＋
年
）

手

塚

豊
旦

　
　
　
解
　
　
題

　
明
治
十
年
二
月
、
西
南
の
役
が
勃
発
し
た
。
九
州
以
外
の
各
地
に
お
い
て

も
、
不
平
士
族
の
中
に
は
、
西
郷
軍
に
呼
応
し
て
兵
を
挙
げ
ん
と
し
た
計
画
が

い
く
つ
か
み
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
全
て
未
遂
の
ま
ま
に
終
つ
た
。
例
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

高
知
県
に
お
け
る
陸
奥
宗
光
、
林
有
造
ら
の
「
立
志
社
の
獄
」
、
愛
媛
県
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

け
る
武
田
豊
城
、
鈴
村
譲
ら
の
事
件
、
山
口
県
に
お
け
る
「
町
田
党
の
蜂
起
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

青
森
県
、
岩
手
県
に
お
け
る
真
田
太
古
、
小
田
為
綱
ら
の
事
件
、
秋
田
県
に
お

け
る
跡
部
達
蔵
ら
の
事
件
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
中
の
跡
部
達

蔵
の
事
件
に
関
す
る
主
と
し
て
裁
判
関
係
史
料
を
原
本
に
則
し
て
、
紹
介
せ
ん

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
跡
部
事
件
を
取
扱
つ
た
秋
田
県
地
方
の
文
献
で
、
も
つ
と
も
早
い
の

は
、
私
の
知
る
限
り
で
、
大
正
六
年
発
行
の
次
の
「
秋
田
県
史
」
　
の
記
事
で

（
5
）

あ
る
〇

　
　
　
十
年
四
月
十
八
日
、
本
県
士
族
跡
部
達
蔵
外
十
九
名
陽
二
名
ヲ
西
南
賊

　
　
徒
征
討
ノ
軍
二
従
フ
ニ
託
シ
テ
陰
二
賊
兵
二
応
ゼ
ソ
コ
ト
ヲ
謀
ル
。
既
ニ

　
　
シ
テ
自
首
ス
ル
ノ
故
ヲ
以
テ
、
七
月
廿
日
、
弘
前
裁
判
所
二
於
テ
、
本
犯

　
　
ハ
禁
獄
百
七
十
日
ノ
刑
二
処
セ
ラ
レ
、
外
十
九
名
ハ
放
免
セ
ラ
レ
タ
リ
。

　
そ
の
後
、
昭
和
三
十
九
年
に
「
鹿
角
の
歴
史
」
が
出
版
さ
れ
る
ま
で
の
間

に
、
こ
の
跡
部
事
件
に
論
及
し
た
秋
田
地
方
の
郷
土
史
文
献
は
、
私
の
知
る
限

り
み
あ
た
ら
な
い
。
「
鹿
角
の
歴
史
」
に
は
、
前
掲
「
秋
田
県
史
」
の
記
事
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

全
文
が
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
久
し
ぶ
り
に
、
跡
部
の
事
件
が
、

郷
土
史
文
献
に
登
場
し
た
も
の
と
み
て
い
い
。
同
書
は
、
昭
和
四
十
四
年
に

「
鹿
角
の
あ
ゆ
み
」
と
し
て
改
訂
版
が
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
同
様

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
記
事
が
み
え
て
い
る
o

　
次
に
、
昭
和
四
十
四
年
に
出
版
の
「
秋
田
県
警
察
史
」
上
巻
に
は
、
一
応
こ



の
事
件
が
採
り
あ
げ
ら
れ
、
警
察
官
並
び
に
民
間
人
が
検
挙
に
協
力
し
て
賞
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

・
を
う
け
た
こ
と
の
記
事
が
あ
り
、
ま
た
秋
田
県
か
ら
弘
前
裁
判
所
へ
の
「
掛
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

書
」
も
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
同
書
の
記
述
は
出
典
の
明
記
が
な
い
の
で
、
史

書
と
し
て
、
信
愚
性
に
疑
問
が
あ
る
の
は
、
寒
に
残
念
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
昭
和
五
十
一
年
に
出
版
の
奈
良
寿
編
「
歴
史
の
中
の
鹿
角
」
に
は
、

　
「
西
南
戦
争
と
跡
部
達
蔵
の
陰
謀
」
と
い
う
見
出
し
で
、

　
　
　
明
治
十
年
四
月
十
八
日
、
秋
田
県
士
族
跡
部
達
蔵
外
十
九
名
、
陽
に
名

　
　
を
西
南
賊
徒
征
討
の
軍
に
従
う
こ
と
に
託
し
、
陰
に
賊
兵
に
応
ぜ
ん
こ
と

　
　
を
謀
る
。
既
に
し
て
自
首
す
る
故
を
以
て
七
月
二
十
日
弘
前
裁
判
所
に
於

　
　
て
、
本
犯
は
禁
鋼
一
七
〇
日
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
外
十
九
名
は
放
免
せ
ら

　
　
れ
た
り
。

　
　
　
（
1
0
）

　
と
あ
る
。
出
典
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
前
掲
秋
田
県
史
に
準
拠
し
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
秋
田
県
で
は
戦
後
、
名
著
と
い
わ
れ
る
山
崎
真
一
郎
「
秋
田
県
政
史
」
上
下

二
巻
（
昭
和
三
＋
年
）
を
は
じ
め
、
膨
大
な
新
編
「
秋
田
県
史
」
（
昭
和
三
＋
五
年

　
．
四
十
二
年
）
も
編
纂
さ
れ
、
そ
の
ほ
か
「
秋
田
の
明
治
百
年
」
（
昭
和
四
十
四
年
）
、

今
村
義
孝
「
秋
田
県
の
歴
史
」
　
（
昭
和
四
＋
四
年
）
な
ど
、
多
く
の
郷
土
史
関
係

の
史
書
が
出
て
い
る
が
、
跡
部
事
件
に
論
及
し
た
も
の
は
、
前
述
の
著
作
以
外

に
は
、
前
に
も
述
べ
た
ご
と
く
私
の
知
る
限
り
み
あ
た
ら
な
い
。
前
掲
秋
田
県

史
（
旧
版
）
の
記
事
が
余
り
に
も
僅
少
で
あ
り
、
多
く
の
郷
土
史
家
に
ょ
り
無

視
さ
れ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
後
、
跡
部
事
件
に
関
す
る
資

料
が
、
秋
田
県
内
で
全
く
出
現
し
な
か
つ
た
こ
と
も
、
同
事
件
が
忘
れ
ら
れ
た

大
き
な
原
因
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
跡
部
達
蔵
内
乱
陰
謀
事
件
関
係
史
料
（
明
治
十
年
）

　
と
こ
ろ
が
、
昭
和
五
十
三
年
、
青
森
の
東
奥
日
報
社
か
ら
「
新
聞
記
事
に
見

る
青
森
県
日
記
百
年
史
」
が
出
版
さ
れ
、
そ
の
中
に
跡
部
ら
の
判
決
文
を
掲
載

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

し
た
明
治
十
年
七
月
二
十
八
日
・
北
斗
新
聞
の
記
事
が
紹
介
さ
れ
た
。
そ
れ
は

跡
部
事
件
に
関
す
る
新
史
料
の
発
掘
で
あ
つ
た
。

　
同
書
の
編
者
は
、
こ
の
跡
部
事
件
を
ほ
ぽ
同
時
期
に
発
生
し
青
森
、
岩
手
、

秋
田
の
三
県
に
ま
た
が
つ
た
真
田
太
古
の
事
件
の
一
部
と
考
え
、
跡
部
事
件
を

「
真
田
事
件
被
告
に
判
決
、
西
郷
に
呼
応
し
決
起
計
画
」
と
い
う
見
出
し
で
掲

　
　
　
（
12
）

載
し
て
い
る
。
し
か
し
、
後
掲
の
跡
部
事
件
関
係
の
諸
史
料
を
み
る
に
、
こ
の

事
件
が
真
田
事
件
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
形
跡
は
全
く
み
あ
た
ら
な
い
。
同
書

の
編
者
が
、
両
事
件
を
同
一
の
も
の
と
考
え
た
根
拠
は
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い

の
で
わ
か
ら
な
い
が
、
時
期
が
接
近
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
そ
の
よ
う
に

断
定
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
宴
に
早
計
で
あ
つ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
「
青
森
県
日
記
百
年
史
」
の
誤
り
を
そ
の
ま
ま
承
継
し
た
の

が
、
近
刊
の
「
田
子
町
誌
」
で
あ
る
。
同
書
は
「
真
田
事
件
に
つ
い
て
の
本
県

関
係
判
決
は
十
一
年
三
月
ま
で
遅
れ
る
が
、
事
件
内
容
の
単
純
な
秋
田
県
秋
田

　
　
　
（
マ
マ
）

郡
楢
山
木
丁
の
関
係
者
に
つ
い
て
は
十
年
七
月
二
十
日
に
判
決
が
言
渡
さ
れ

た
」
と
し
て
、
前
掲
北
斗
新
聞
の
記
事
に
よ
り
、
跡
部
以
下
十
八
名
の
判
決
文

　
　
（
1
3
）

を
掲
載
し
、

　
　
　
東
奥
日
報
社
発
行
「
新
聞
記
事
に
見
る
青
森
県
日
記
百
年
史
」
は
、
真

　
　
田
太
古
事
件
に
関
連
あ
る
も
の
と
し
て
採
り
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
五
月

　
　
十
一
日
主
謀
者
等
の
捕
縛
を
知
つ
て
、
手
入
前
に
自
首
し
た
た
め
、
別
件

　
　
と
し
て
速
か
に
処
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
（
M
）

　
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
推
測
は
残
念
な
が
ら
当
つ
て
い
な
い
。
な
ぜ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
　
（
一
七
八
一
）

39



　
　
　
跡
部
達
蔵
内
乱
陰
謀
事
件
関
係
史
料
（
明
治
十
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

な
ら
ば
、
真
田
事
件
関
係
者
の
逮
捕
は
、
明
治
十
年
五
月
十
一
日
以
降
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

り
、
跡
部
ら
の
自
首
は
、
そ
れ
に
先
立
ち
四
月
五
日
以
降
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

「
主
謀
者
の
捕
縛
を
知
つ
て
手
入
前
に
自
首
し
た
」
と
い
う
事
実
は
全
く
な
い

か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
に
述
べ
た
ご
と
く
、
跡
部
事
件
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
秋
田
地
方
に

お
い
て
原
史
料
の
発
掘
も
き
わ
め
て
す
く
な
く
、
し
た
が
つ
て
、
そ
れ
に
関
す

る
研
究
も
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
と
い
つ
て
い
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
「
公
文
録
」
あ
る
い
は
「
府
県
史
料
」

な
ど
に
は
、
こ
れ
ま
で
一
般
に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
跡
部
事
件
に
関

す
る
か
な
り
の
分
量
の
文
書
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
そ
れ
ら
の
紹
介

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
原
資
料
が
基
礎
と
な
り
、
さ
ら
に
秋
田
地
方
で
も
あ
た
ら

し
い
資
料
が
掘
り
起
さ
れ
、
将
来
、
跡
部
事
件
の
研
究
が
進
展
す
る
こ
と
を
、

私
は
切
に
祈
念
し
て
止
ま
な
い
。

　
以
下
、
各
文
書
に
つ
い
て
、
簡
単
な
解
説
を
附
し
て
お
く
。

一
　
秋
田
県
士
族
跡
部
辰
蔵
陰
謀
自
首
届

　
内
務
省
の
前
島
密
が
、
事
件
を
政
府
へ
報
告
し
た
第
一
報
で
あ
る
。
秋
田
県

権
令
石
田
英
吉
が
、
事
件
を
電
報
で
内
務
省
へ
知
ら
せ
た
の
は
、
四
月
七
日
で

あ
り
（
次
掲
の
石
田
の
内
務
省
宛
「
国
事
犯
自
首
之
儀
二
付
上
申
書
」
参
照
）
、
そ
れ
を
受

理
し
た
内
務
省
で
は
、
直
に
政
府
へ
報
告
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
電
報
は
仮

名
書
き
の
た
め
、
漢
字
に
な
お
す
際
、
「
達
」
を
「
辰
」
と
間
違
つ
た
の
で
あ

る
o

四
〇
　
　
（
一
七
八
二
）

二
　
秋
田
県
士
族
跡
部
達
蔵
外
十
八
名
国
事
犯
自
首
ノ
儀
上
申

　
明
治
十
年
四
月
五
日
、
六
日
の
両
日
、
跡
部
ら
十
九
名
は
秋
田
県
庁
へ
自
首

し
た
。
秋
田
県
は
、
彼
等
の
自
首
書
を
内
務
省
へ
送
付
、
五
月
八
日
、
内
務
省

は
、
こ
れ
を
政
府
へ
提
出
し
た
。

　
彼
等
の
自
首
の
一
件
は
、
直
に
東
京
の
新
聞
に
も
報
道
さ
れ
た
・
例
え
ぽ
四

月
十
三
日
・
朝
野
新
聞
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
　
　
四
月
九
日
午
後
九
時
五
十
分
発
電
報
　
秋
田
県
士
族
跡
部
達
三
従
軍
願

　
　
ひ
を
名
と
し
同
志
十
六
七
人
を
募
り
薩
賊
に
応
ぜ
ん
と
し
て
事
就
ら
ず
県

　
　
庁
の
探
索
厳
重
な
る
を
知
り
自
首
せ
り
委
細
は
跡
よ
り
郵
便
に
て
上
申
す

　
　
と
o

　
さ
ら
に
、
同
月
二
十
八
日
・
同
新
聞
に
は
、
跡
部
だ
け
の
自
首
歎
願
書
の
全

文
を
掲
載
し
て
い
る
。
内
務
省
が
政
府
へ
報
告
し
た
の
は
、
五
月
八
日
で
あ
る

か
ら
、
そ
れ
よ
り
も
十
日
程
早
く
、
世
間
に
自
首
歎
願
書
が
報
道
さ
れ
た
こ
と

に
な
る
。

　
そ
の
後
、
六
月
六
日
・
同
新
聞
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
も
み
ら
れ
る
。

　
　
　
秋
田
県
下
よ
り
の
手
紙
に
彼
の
兇
徒
巨
魁
跡
部
な
ど
申
す
も
の
は
実
に

　
　
取
る
に
足
ら
ぬ
人
物
に
て
殆
ん
ど
今
日
の
活
計
に
差
し
支
へ
し
無
禄
無
能

　
　
の
旧
卒
族
み
由
去
れ
ぽ
囚
徒
と
な
り
て
一
日
三
飯
に
あ
り
つ
く
の
は
彼
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
　
の
仕
合
な
ら
ん
已
に
弘
前
裁
判
所
へ
送
致
に
な
り
た
り
且
ッ
世
上
に
流
布

　
　
せ
し
彼
等
が
自
首
歎
願
書
な
ど
と
い
ふ
は
事
実
全
く
相
違
の
趣
云
々
。

　
現
地
の
秋
田
に
お
け
る
世
評
の
一
端
は
、
こ
れ
に
よ
り
知
り
得
る
。
し
か

し
、
前
述
の
四
月
二
十
八
日
・
朝
野
新
聞
所
載
の
自
首
歎
願
書
は
、
ほ
ぼ
実
際
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の
も
の
に
間
違
い
な
く
、
ま
た
跡
部
は
、
後
述
の
ご
と
く
「
無
禄
」

な
い
か
ら
、
こ
の
世
評
は
事
実
を
歪
曲
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

の
者
で
は

　
な
お
、
こ
の
「
秋
田
県
士
族
跡
部
達
蔵
外
十
八
名
国
事
犯
自
首
ノ
儀
上
申
」

と
い
う
文
書
の
中
に
は
、
跡
部
達
蔵
の
口
供
書
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
が
（
警
察

の
取
調
に
対
す
る
も
の
）
、
こ
れ
は
後
掲
の
裁
判
所
に
お
け
る
口
供
書
と
ほ
と
ん
ど

同
文
で
あ
る
か
ら
収
録
を
省
略
し
た
。

三
　
秋
田
県
士
族
跡
部
達
蔵
以
下
犯
罪
処
断
ノ
儀
伺

　
秋
田
県
権
令
石
田
英
吉
は
、
事
件
を
内
務
省
へ
報
告
す
る
と
同
時
に
、
四
月

十
日
、
司
法
省
に
も
報
告
し
て
そ
の
指
揮
を
求
め
た
。
四
月
二
十
一
日
、
司
法

省
は
、
秋
田
県
に
対
し
て
事
件
を
弘
前
裁
判
所
へ
送
致
す
る
様
に
指
示
し
、
ま

た
弘
前
裁
判
所
に
も
そ
の
旨
を
伝
え
た
。

　
こ
れ
よ
り
先
き
明
治
九
年
九
月
、
そ
れ
ま
で
あ
つ
た
府
県
裁
判
所
の
廃
止
に

伴
い
、
秋
田
県
裁
判
所
は
廃
止
さ
れ
、
秋
田
県
は
あ
ら
た
に
設
置
さ
れ
た
青
森
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

判
所
の
管
内
に
入
り
、
翌
十
月
二
十
五
日
に
秋
田
支
庁
が
置
か
れ
た
。
そ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

翌
十
年
三
月
、
青
森
裁
判
所
は
弘
前
へ
移
り
、
弘
前
裁
判
所
と
称
し
た
。
秋
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

の
支
庁
は
、
四
月
九
日
に
弘
前
裁
判
所
秋
田
支
庁
と
な
つ
た
。

　
司
法
省
が
管
轄
裁
判
所
と
毛
て
秋
田
支
庁
で
は
な
く
弘
前
裁
判
所
を
指
定
し

た
の
は
、
事
件
の
重
要
性
を
考
え
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

　
五
月
五
日
、
秋
田
県
か
ら
事
件
を
送
致
さ
れ
た
弘
前
裁
判
所
は
、
審
理
を
開

始
し
、
各
自
の
口
供
書
を
採
り
、
五
月
二
十
三
日
、
同
裁
判
所
長
七
等
判
事
牧

山
矩
か
ら
大
木
司
法
卿
へ
報
告
し
た
。

　
　
　
跡
部
達
蔵
内
乱
陰
謀
事
件
関
係
史
料
（
明
治
十
年
）

　
翌
六
月
二
十
日
、
大
木
司
法
卿
は
被
告
全
員
の
擬
律
案
（
跡
部
は
禁
獄
二
〇
〇

日
、
土
岐
以
下
＋
八
名
は
禁
獄
三
〇
日
、
佐
藤
清
初
は
禁
獄
一
〇
日
）
を
作
成
し
て
岩

倉
右
大
臣
へ
上
申
し
た
。

　
こ
の
上
申
を
う
け
て
政
府
は
、
六
月
二
十
一
日
の
回
議
で
、
西
南
の
役
の
関
係

者
を
審
理
し
て
い
た
九
州
臨
時
裁
判
所
へ
回
す
必
要
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
、

六
月
二
十
八
日
、
司
法
省
の
上
申
を
そ
の
ま
ま
認
め
る
旨
の
指
令
を
発
し
た
。

　
司
法
省
は
、
弘
前
裁
判
所
へ
そ
の
旨
を
指
示
し
た
筈
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
関

す
る
文
書
は
残
つ
て
い
な
い
。

　
跡
部
ら
の
口
供
書
に
よ
つ
て
、
事
件
の
内
容
は
か
な
り
詳
し
く
判
明
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
主
謀
者
跡
部
達
蔵
は
、
跡
部
重
太
郎
（
旧
久
保
田
藩
士
、
七
＋
一
石
）
の
息
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

明
治
四
年
の
初
岡
敬
治
の
事
件
に
も
関
係
し
た
と
、
口
供
書
で
は
述
べ
て
い

る
。
明
治
政
府
に
対
し
て
は
、
つ
よ
い
反
感
を
も
つ
て
い
た
人
と
思
わ
れ
る
。

墓
碑
は
旧
南
秋
田
郡
川
尻
村
（
現
在
秋
田
市
川
元
松
丘
町
）
の
松
慶
寺

（
現
在
は
廃

寺
）
墓
地
に
あ
り
、
碑
文
に
よ
る
と
、
明
治
二
十
二
年
六
月
十
一
日
に
逝
去
し

　
（
2
2
）

た
由
。

　
な
お
、
こ
の
「
秋
田
県
士
族
跡
部
達
蔵
以
下
犯
罪
処
断
ノ
儀
伺
」
と
い
う
文

書
の
中
に
は
、
秋
田
県
の
警
察
に
お
け
る
仮
口
供
書
（
跡
部
以
下
＋
九
名
）
も
あ

る
が
、
弘
前
裁
判
所
に
お
け
る
口
供
書
と
、
そ
の
内
容
が
主
要
な
る
点
で
は
ほ

と
ん
ど
同
様
で
あ
る
た
め
、
収
録
を
省
略
し
た
。

　
ま
た
、
こ
の
文
書
の
中
に
は
、
跡
部
以
下
の
自
首
歎
願
書
も
ふ
く
ま
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
ら
は
前
掲
二
の
「
秋
田
県
士
族
跡
部
達
蔵
外
十
八
名
国
事
犯
自
首

ノ
儀
上
申
」
の
中
に
す
で
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
収
録
を
省
略

し
た
。
但
し
、
自
首
が
遅
れ
た
佐
藤
清
初
の
歎
願
書
だ
け
は
、
こ
こ
に
収
録
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
　
（
一
七
八
三
）
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跡
部
達
蔵
内
乱
陰
謀
事
件
関
係
史
料
（
明
治
十
年
）

た
。　

さ
ら
に
、
跡
部
と
大
島
久
剛
が
発
起
し
て
事
を
始
め
た
「
従
軍
願
」
　
（
同
志

を
集
め
る
た
め
の
手
段
と
し
て
利
用
し
た
も
の
）
は
、
秋
田
県
か
ら
弘
前
裁
判
所
へ

送
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
つ
の
証
拠
物
件
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

四
　
秋
田
県
よ
り
弘
前
裁
判
所
へ
の
「
掛
合
」
書

　
前
に
も
述
べ
た
ご
と
く
「
秋
田
県
警
察
史
」
上
巻
に
、
こ
の
文
書
が
引
用
さ

　
　
　
　
（
2
3
）

れ
て
い
る
が
、
出
典
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
同
書
に
は
、
こ
の
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

書
の
日
附
が
「
明
治
十
年
四
月
十
八
日
」
と
な
つ
て
い
る
が
、
そ
ん
な
筈
は
な

い
。
司
法
省
が
秋
田
県
に
対
し
て
事
件
を
弘
前
裁
判
所
へ
送
致
す
る
よ
う
に
指

示
し
た
の
は
、
四
月
二
十
一
日
で
あ
る
か
ら
（
本
稿
四
七
頁
参
照
）
、
そ
れ
よ
り
以

前
に
、
秋
田
県
が
弘
前
裁
判
所
へ
、
こ
の
よ
う
な
「
掛
合
」
書
を
提
出
す
る
の

は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
秋
田
県
警
察
史
」
の
記
事
の
杜
撰
さ
は
、
皇

に
遺
憾
で
あ
る
。

五
　
逮
捕
協
力
者
に
対
す
る
秋
田
県
か
ら
の
賞
与

　
こ
の
事
件
は
、
跡
部
ら
の
自
首
以
前
に
、
秋
田
県
警
察
は
、
関
係
者
の
動
き
を

探
知
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
民
間
人
の
浅
原
丈
助
並
び
に
菅
生
正
男
両
名
の
警

察
へ
の
協
力
の
結
果
で
あ
つ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
両
人
に
対
す
る
こ
の
「
賞
状
」

か
ら
判
明
す
る
。
こ
の
両
名
は
跡
部
ら
が
発
起
し
た
「
従
軍
願
」
の
加
盟
者
で

あ
る
（
本
稿
五
四
頁
五
九
頁
参
照
）
か
ら
、
発
起
人
跡
部
ら
の
動
き
に
不
審
を
抱

ぎ
、
探
索
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
浅
原
は
、
こ
の
事
件
と
は
別
に
、

通
貨
偽
造
犯
人
の
逮
捕
に
も
協
力
、
十
年
六
月
二
十
五
日
に
、
金
七
＋
五
銭
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
　
　
（
一
七
八
四
）

　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

賞
金
を
受
け
て
い
る
。
そ
う
し
た
探
索
に
格
別
の
興
味
を
も
つ
て
い
た
人
で
あ

ろ
う
。
彼
が
跡
部
事
件
の
後
ち
、
県
の
三
等
巡
査
を
拝
命
し
た
の
は
、
そ
う
し

た
こ
と
が
動
機
で
あ
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
「
賞
状
」
に
よ
る
と
、
巡
査
塩
浜
金
弥
も
跡
部
事
件
に
功
績

が
あ
つ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
彼
に
対
す
る
賞
与
は
不
明
で
あ
る
。

　
前
掲
の
「
秋
田
県
警
察
史
」
に
よ
る
と
、
「
三
等
巡
査
浅
原
丈
助
、
巡
査
塩

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

浜
金
弥
ら
が
内
偵
云
々
」
、
そ
し
て
ま
た
「
浅
原
、
塩
浜
両
巡
査
と
、
秋
田
郡
楢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

山
中
町
士
族
菅
生
正
男
は
、
金
七
円
の
検
挙
賞
を
受
け
た
」
と
あ
る
。
こ
の
記

事
の
出
典
も
明
ら
か
で
な
い
。
前
述
の
ご
と
く
、
塩
浜
巡
査
に
対
す
る
賞
与
の

件
は
、
「
秋
田
県
史
稿
」
に
は
み
え
な
い
。
ま
た
浅
原
は
「
三
等
巡
査
」
と
し

て
「
内
偵
」
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
も
「
秋
田
県
警
察
史
」
の
記
事

は
、
宴
に
不
正
確
で
あ
る
。

（
－
）
「
高
知
県
警
察
史
」
（
明
治
大
正
篇
）
・
昭
和
五
十
年
・
三
二
九
頁
以
下
参
照
。

（
2
）
　
「
愛
媛
県
警
察
史
」
第
一
巻
・
昭
和
四
十
八
年
・
二
八
一
頁
以
下
参
照
。

（
3
）
「
山
口
県
警
察
史
」
上
巻
・
昭
和
五
十
三
年
・
二
五
九
頁
以
下
参
照
。

（
4
）
　
「
青
森
県
警
察
史
」
上
巻
・
昭
和
四
十
八
年
・
九
〇
八
頁
以
下
、
【
概
説
八
戸
の

　
歴
史
」
下
巻
第
丁
昭
和
三
十
七
年
・
七
三
頁
以
下
、
「
田
子
町
誌
」
下
巻
・
昭
和
五

　
十
八
年
・
四
八
四
頁
以
下
等
参
照
。

（
5
）
　
「
秋
田
県
史
・
県
治
部
二
」
第
五
冊
・
大
正
六
年
・
四
五
四
頁
i
四
五
五
頁
。
こ

　
の
記
事
は
出
典
が
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
何
を
根
拠
に
し
た
も
の
か
わ
か
ら
な
い
。

（
6
）
　
鹿
角
社
会
科
編
集
委
員
会
編
「
鹿
角
の
歴
史
」
・
昭
和
三
十
九
年
・
五
五
頁
。

（
7
）
　
「
鹿
角
の
あ
ゆ
み
」
・
昭
和
四
十
四
年
・
コ
一
〇
頁
。

（
8
×
9
）
　
「
秋
田
県
警
察
史
」
上
巻
・
昭
和
四
十
四
年
・
五
七
〇
頁
。
同
書
は
、
貴
重

　
な
県
費
と
数
力
年
の
歳
月
を
費
し
て
編
さ
ん
さ
れ
た
警
察
史
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
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記
述
の
典
拠
を
ほ
と
ん
ど
明
示
せ
ず
、
学
問
的
な
史
書
と
し
て
は
通
用
し
な
い
単
な

　
る
「
読
物
」
の
形
式
を
採
つ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
私
は
全
く
理
解
に
苦
し
む
。
と

　
く
に
同
書
の
内
容
は
比
較
的
整
備
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
と
く
に
そ
の
点
が
惜
し
ま

　
れ
る
。

（
1
0
）
　
奈
良
寿
「
歴
史
の
中
の
鹿
角
」
・
昭
和
五
十
一
年
二
一
八
七
頁
以
下
。

（
1
1
）
（
1
2
）
　
「
新
聞
記
事
に
見
る
青
森
県
日
記
百
年
史
÷
昭
和
五
十
三
年
⊥
ハ
九
頁
ー

　
七
〇
頁
。

（
1
3
）
　
前
掲
田
子
町
誌
・
下
巻
・
五
四
二
頁
以
下
。

（
1
4
）
　
前
掲
書
・
五
四
四
頁
。

（
1
5
）
　
大
島
英
介
「
小
田
為
綱
略
年
譜
」
・
修
紅
短
大
紀
要
第
六
号
・
・
昭
和
五
十
六
年

　
・
八
六
頁
。

（
1
6
）
　
跡
部
の
「
自
首
歎
願
書
」
の
日
付
は
、
四
月
五
日
で
あ
る
（
本
稿
　
　
　
頁
参

　
照
）
。

（
1
7
）
　
「
司
法
沿
革
誌
」
・
昭
和
十
三
年
・
三
五
頁
、
三
七
頁
。

（
1
8
）
　
前
掲
書
・
四
二
頁
。

（
1
9
）
「
秋
田
県
史
」
第
五
巻
・
昭
和
三
十
九
年
・
二
〇
〇
頁
。

（
2
0
）
　
「
藩
士
分
限
禄
取
扶
持
方
各
郷
土
給
禄
名
調
」
・
「
秋
田
沿
革
史
大
成
」
下
巻
附
録

　
・
明
治
三
十
一
年
・
七
＝
一
頁
。

（
2
1
）
　
こ
れ
は
外
山
光
輔
、
，
愛
宕
通
旭
ら
の
内
乱
陰
謀
事
件
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
多

　
く
の
文
献
が
あ
る
が
、
例
え
ば
前
掲
秋
田
沿
革
史
大
成
・
下
巻
・
二
一
一
頁
以
下
、

　
山
崎
真
一
郎
「
秋
田
県
政
史
」
上
巻
・
昭
和
三
十
一
年
・
一
八
八
頁
以
下
、
今
村
義

　
孝
「
秋
田
県
の
歴
史
」
・
昭
和
四
十
四
年
・
一
五
六
頁
な
ど
参
照
。

（
2
2
）
　
県
立
秋
田
図
書
館
参
考
奉
仕
係
か
ら
の
御
教
示
に
よ
る
。
そ
の
学
恩
を
謝
す
。

（
2
3
）
（
2
4
）
　
註
8
と
9
に
同
じ
。

（
2
5
）
　
「
府
県
史
料
」
・
秋
田
県
史
料
十
一
・
明
治
十
年
秋
田
県
史
稿
・
政
治
部
刑
賞
。

（
2
6
）
（
2
7
）
　
註
8
と
9
に
同
じ
。

跡
部
達
蔵
内
乱
陰
謀
事
件
関
係
史
料
（
明
治
十
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

閥
　
秋
田
県
士
族
跡
部
辰
蔵
陰
謀
自
首
届
（
明
治
＋
年
四
月
「
公
文
録
」
内
務
省

之
部
一
ラ

　
秋
警
ノ
ニ
百
十
六

秋
田
県
士
族
跡
部
辰
蔵
従
軍
ヲ
名
ト
シ
云
々
別
紙
之
通
電
報
ヲ
以
該
県
届
出
候

依
テ
写
相
添
此
段
御
届
仕
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
務
卿
大
久
保
利
通
代
理

　
明
治
十
年
四
月
十
一
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
務
少
輔
　
前
島
　
密
圃

　
　
右
大
臣
　
岩
倉
具
視
殿

　
（
別
紙
…
…
手
塚
註
）

当
県
士
族
跡
部
辰
蔵
従
軍
願
ヲ
名
ト
シ
同
志
拾
六
七
人
ヲ
募
リ
薩
賊
二
応
セ
ン

ト
シ
テ
事
成
ラ
ス
県
庁
ノ
探
索
厳
重
ナ
ル
ヲ
知
リ
自
首
セ
リ
委
細
ハ
跡
ヨ
リ
郵

便
ニ
テ
上
申
ス
右
之
趣
司
法
卿
ヘ
モ
御
通
知
下
サ
レ
タ
シ

二
秋
田
県
士
族
跡
部
達
蔵
外
十
八
名
国
事
犯
自
首
ノ
儀
上
申
（
明
治
＋
年

　
五
月
「
公
文
録
」
内
務
省
之
部
四
）

　
秋
警
ノ
ニ
百
二
十
八

　
　
　
秋
田
県
士
族
跡
達
蔵
外
十
八
名
国
事
犯
自
首
ノ
儀
上
申

秋
田
県
士
族
跡
部
達
蔵
己
下
之
者
共
国
事
犯
自
首
之
趣
別
紙
之
通
届
出
侯
条
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
　
（
一
七
八
五
）
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跡
部
達
蔵
内
乱
陰
謀
事
件
関
係
史
料
（
明
治
十
年
）

類
相
副
此
段
上
申
候
也

　
　
明
治
十
年
五
月
八
日

　
右
大
臣
　
岩
倉
具
視
殿

内
務
卿
大
久
保
利
通
代
理

　
　
　
　
　
　
内
務
少
輔

前
島
　
密

内
務
卿
大
久
保
利
通
代
理

　
　
内
務
少
輔
　
前
島
　
密
殿

　
　
四
四

秋
田
県
権
令

（
一
七
八
六
）

石
田
　
英
吉

追
テ
本
文
ノ
趣
ハ
司
法
省
並
宮
城
上
等
裁
判
所
ニ
ハ
成
規
ニ
ヨ
リ
テ
及
御
届
候

間
此
段
モ
為
念
及
副
申
候
以
上

廻

　
　
　
国
事
犯
自
首
之
儀
二
付
上
申
書

去
七
日
一
応
電
報
ヲ
以
申
上
置
候
当
県
士
族
跡
部
達
蔵
外
十
八
名
国
事
犯
自
首

之
次
第
左
之
通

　
　
鹿
児
島
県
賊
徒
征
討
被
仰
出
候
処
当
県
士
族
大
島
久
剛
跡
部
達
蔵
主
ト
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
　
テ
士
族
百
三
名
逆
徒
征
討
従
軍
之
義
三
月
十
九
日
願
出
候
二
付
直
日
陸
軍

　
　
省
二
上
申
致
シ
置
候
然
ル
処
右
跡
部
達
蔵
外
数
名
時
々
各
所
工
密
会
獄
鵬

　
　
脚
不
致
シ
其
挙
動
不
審
之
廉
モ
有
之
候
二
付
専
ラ
及
探
偵
候
処
名
ヲ
従
軍

　
　
二
托
シ
兵
器
ヲ
得
ル
上
ハ
変
動
可
及
哉
ノ
様
子
ニ
テ
既
二
連
名
血
判
ニ
モ

　
　
及
候
趣
二
相
聞
侯
間
警
察
官
吏
ヲ
以
拘
引
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ノ
際
逃
ル
ベ
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
　
ラ
サ
ル
ヲ
悟
リ
魁
主
跡
部
達
蔵
自
首
引
続
外
十
八
名
追
々
自
首
致
候
二
付

　
　
一
応
取
糺
候
処
別
紙
口
供
之
通
二
有
之
候
尚
連
累
モ
可
有
之
ヤ
ト
再
三
及

　
　
料
問
候
得
共
右
十
九
名
之
外
ハ
一
切
党
類
ハ
無
之
旨
申
立
実
際
相
違
無
之

　
　
被
存
候

右
之
通
二
有
之
候
尤
此
他
管
内
異
状
モ
無
之
侯
依
之
別
紙
相
副
此
段
及
上
申
候

以
上

　
　
　
明
治
十
年
四
月
十
日

　
　
　
自
首
歎
願
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
儀

兼
テ
同
志
ヲ
募
リ
官
軍
二
従
事
シ
御
征
討
之
役
二
充
ン
事
ヲ
政
府
工
懇
願
シ
然

ル
ニ
此
度
暗
二
数
人
ヲ
集
メ
密
談
致
候
第
一
政
府
ヲ
欺
キ
奉
リ
殊
二
多
人
数
ヲ

シ
テ
方
向
ヲ
誤
ラ
シ
メ
ン
ト
致
候
段
重
畳
恐
入
乍
併
元
来
薩
ヲ
助
ル
意
ナ
シ
ト

錐
モ
一
時
名
ヲ
薩
二
仮
リ
集
会
致
候
段
甚
タ
恐
入
申
候
依
テ
自
首
仕
候
間
何
卒

御
憐
恵
ヲ
以
テ
御
手
軽
之
御
取
扱
被
成
下
度
此
段
奉
懇
願
侯
已
上

　
明
治
十
年
四
月
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
県
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
跡
部
　
達
蔵

　
　
秋
田
県
権
令
　
石
田
　
英
吉
殿

　
　
　
自
首
歎
願
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
儀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

兼
而
同
志
ヲ
募
リ
跡
部
達
蔵
ト
同
気
ヲ
結
政
府
之
御
趣
意
ヲ
マ
カ
シ
侯
段
重
畳

恐
入
依
之
相
応
ノ
御
所
分
奉
蒙
度
奉
存
候
間
此
段
自
首
奉
歎
願
候
以
上



明
治
十
年
四
月
五
日

秋
田
県
権
令
　
石
田
　
英
吉
殿

秋
田
県
士
族

　
　
比
森
左
右
造

　
　
　
自
首
之
義
二
付
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
儀

兼
テ
同
志
ヲ
募
リ
義
兵
志
願
仕
候
末
跡
部
達
蔵
始
外
七
名
ヲ
以
字
中
川
原
ト
申

処
ニ
テ
先
般
相
募
リ
義
兵
ノ
義
ハ
全
ク
政
府
ノ
御
為
ト
一
時
称
名
致
候
得
共
薩

ヲ
助
ケ
ヘ
ク
之
一
件
相
談
致
候
二
相
違
無
之
段
重
畳
恐
入
依
之
右
有
形
自
首
仕

候
間
相
応
ノ
御
所
分
奉
蒙
度
此
段
奉
願
候
以
上

　
明
治
十
年
四
月
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
県
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
島
　
勘
七

　
　
秋
田
県
権
令
　
石
田
　
英
吉
殿

　
　
　
自
首
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
儀

兼
テ
官
軍
二
従
事
仕
度
義
政
府
二
歎
願
仕
候
処
此
度
跡
部
達
蔵
工
同
気
仕
候
儀

　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

恐
入
奉
存
候
間
依
テ
少
分
御
取
扱
被
成
下
度
奉
願
上
候
以
上

　
明
治
十
年
四
月
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
県
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
田
　
小
六

　
　
秋
田
県
警
察
所
　
御
中

自
首
歎
願

跡
部
達
蔵
内
乱
陰
謀
事
件
関
係
史
料
（
明
治
十
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
儀

兼
テ
官
軍
従
事
仕
度
儀
政
府
工
歎
願
仕
候
処
此
度
跡
部
達
蔵
ト
同
気
仕
候
義
恐

　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）
　
　
　
　
（
ま
ま
）

入
奉
存
候
間
依
テ
少
分
御
取
扱
被
下
成
度
奉
願
候
以
上

　
明
治
十
年
四
月
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
県
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
坂
本
　
金
七

　
　
秋
田
県
権
令
　
石
田
　
英
吉
殿

　
　
　
自
首
歎
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
儀

兼
テ
官
軍
へ
従
事
仕
度
儀
政
府
工
歎
願
仕
候
処
此
度
跡
部
達
蔵
工
同
気
仕
候
義

恐
入
奉
存
候
間
依
之
少
分
御
取
扱
被
成
下
度
奉
願
上
候
已
上

　
明
治
十
年
四
月
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
県
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
泉
清
助

　
　
秋
田
県
権
令
　
石
田
　
英
吉
殿

　
　
　
自
首
歎
願
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
共

兼
テ
同
志
ヲ
募
リ
官
軍
二
従
事
シ
御
征
討
ノ
役
二
充
ン
事
ヲ
政
府
工
懇
願
シ
然

ル
ニ
此
度
跡
部
達
蔵
二
同
気
ヲ
結
ヒ
政
府
之
御
旨
意
ヲ
犯
候
段
重
畳
恐
入
侯
依

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

テ
今
般
自
首
仕
候
問
何
卒
御
憐
懸
之
御
取
扱
被
成
降
度
此
段
奉
懇
願
候
以
上

　
明
治
十
年
四
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
県
平
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嵯
峨
喜
惣
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
　
　
（
一
七
八
七
）
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跡
部
達
蔵
内
乱
陰
謀
事
件
関
係
史
料
（
明
治
十
年
）

同
士
族

　
　
安
藤
　
忠
吉

同
　
同

　
　
福
川
銭
三
郎

同
　
同

　
　
佐
藤
　
忠
太

同
　
同

　
　
中
島
八
五
郎

同
　
同

　
　
東
海
林
兵
之
助

同
　
同

　
　
佐
藤
　
大
助

同
　
同

　
　
服
部
　
春
政

同
　
同

　
　
福
川
　
軍
平

同
　
同

　
　
安
藤
準
之
助

同
　
同

　
　
手
島
小
太
郎

同
　
平
民

　
　
土
岐
　
良
助

秋
田
県
士
族

秋
田
県
権
令
　
石
田
　
英
吉
殿

四
六

（
一
七
八
八
）

佐
々
本
政
五
郎

三
　
秋
田
県
士
族
跡
部
達
蔵
以
下
犯
罪
処
断
ノ
儀
伺
（
明
治
＋
年
六
月
「
公
文

　
録
」
司
法
省
之
部
）

　
　
　
国
事
犯
自
首
者
所
分
方
窺

鹿
児
島
県
賊
徒
征
討
被
仰
出
候
所
当
県
士
族
大
島
久
剛
跡
部
達
蔵
主
ト
シ
士
族

百
三
名
逆
徒
征
討
従
軍
之
儀
願
出
候
二
付
直
々
陸
軍
省
エ
上
申
致
置
候
然
ル
処

右
跡
部
達
蔵
外
四
名
時
々
各
所
二
密
会
秋
鵬
久
剛
ハ
致
シ
其
挙
動
不
審
ノ
廉
モ

有
之
候
二
付
専
ラ
及
探
偵
侯
所
名
ヲ
従
軍
二
托
シ
兵
器
ヲ
得
ル
上
ハ
変
動
可
及

哉
ノ
様
子
ニ
テ
既
二
連
名
血
判
ニ
モ
及
候
趣
相
聞
候
間
警
察
官
吏
ヲ
以
テ
拘
引

セ
ン
ト
欲
ス
ル
ノ
際
逃
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ヲ
悟
リ
魁
主
跡
部
達
蔵
自
首
引
続
外
十

八
名
追
々
自
首
致
候
二
付
一
応
取
糾
候
所
別
紙
口
供
之
通
一
嫉
有
之
候
尚
連
累
モ

可
有
之
哉
ト
再
三
及
糺
問
侯
得
共
右
十
九
名
ノ
外
一
切
党
類
者
無
之
旨
申
立
実

際
相
違
無
之
被
存
候
右
本
人
共
ハ
如
何
取
斗
可
申
哉
相
伺
候
至
急
御
指
揮
被
下

度
候
尤
右
ノ
趣
ハ
宮
城
上
等
裁
判
所
検
事
エ
及
通
知
置
候
以
上

　
明
治
十
年
四
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
県
権
令
石
田
英
吉

　
　
司
法
卿
大
木
喬
任
殿

追
テ
本
文
之
趣
去
七
日
一
応
電
報
ヲ
以
テ
内
務
省
エ
及
御
届
同
所
ヨ
リ
御
省
エ

通
知
相
成
候
様
致
上
申
置
侯
間
略
御
承
知
之
義
ト
存
候
此
段
及
副
申
候
以
上
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伺
之
趣
弘
前
裁
判
所
江
別
紙
ノ
通
相
達
候
条
同
所
エ
可
差
廻
事

明
治
十
年
四
月
廿
一
日

司
法
卿

大
木
喬

任
之
印

第
千
二
百
十
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弘
前
裁
判
所

秋
田
県
士
族
跡
部
達
蔵
外
十
八
名
犯
罪
ノ
儀
二
付
別
紙
ノ
通
リ
同
県
ヨ
リ
伺
出

朱
書
ノ
通
リ
及
指
令
候
条
同
庁
ヨ
リ
差
廻
候
ハ
」
速
二
審
問
ノ
上
処
分
方
可
伺

出
此
旨
相
達
候
事

　
明
治
十
年
四
月
廿
一
日
　
司
法
卿

　
第
弐
千
百
十
九
号

　
　
秋
田
県
士
族
跡
部
達
蔵
以
下
犯
罪
処
断
ノ
儀
伺

秋
田
県
士
族
跡
部
達
蔵
儀
鹿
児
島
県
賊
徒
二
応
セ
ン
ト
欲
シ
偽
テ
従
軍
願
ヲ
為

シ
同
志
ヲ
囎
聚
シ
外
拾
数
名
ノ
者
之
二
附
随
ス
ル
ニ
ヨ
リ
弘
前
裁
判
所
二
於
テ

審
問
致
サ
セ
候
処
別
紙
口
供
写
ノ
通
二
有
之
候
抑
国
事
犯
罪
二
於
テ
ハ
定
律
無

之
候
処
不
逞
ノ
徒
暴
挙
ヲ
謀
リ
巳
二
官
庁
二
詐
言
シ
結
約
拾
数
人
二
及
フ
其
国

憲
ヲ
蔑
視
シ
反
乱
ヲ
助
成
セ
ン
ト
ス
ル
情
状
実
二
悪
ム
可
シ
事
ノ
漏
泄
ス
ル
ヲ

恐
レ
テ
自
首
シ
未
タ
公
害
ヲ
為
ス
ニ
至
ヲ
ス
ト
錐
モ
即
今
西
南
ノ
変
乱
二
際
シ

人
心
ノ
動
静
ニ
モ
関
係
致
シ
候
二
付
彼
此
餌
酌
首
従
ヲ
区
分
シ
別
紙
擬
律
ノ
通

処
断
致
シ
可
然
哉
此
段
相
伺
候
也

　
　
　
跡
部
達
蔵
内
乱
陰
謀
事
件
関
係
史
料
（
明
治
十
年
）

明
治
十
年
六
月
二
十
日

右
大
臣
岩
倉
具
視
殿

伺
　
ノ
　
通

　
明
治
十
年
六
月
廿
八
日

司
法
卿
大
木
喬
任

鹿
児
島
県
賊
徒
二
応
セ
ン
ト
欲
シ
偽
テ
従
軍
願
ヲ
為
シ
同
志
ヲ
囎
聚
シ
テ
誓
約

ヲ
ナ
ス
者
事
ノ
漏
泄
ヲ
恐
レ
自
首
ス
ル
ニ
ヨ
リ

　
　
　
禁
獄
二
百
日
　
　
　
　
　
　
跡
部
達
蔵

鹿
児
島
県
賊
徒
征
討
ノ
為
メ
従
軍
願
ヲ
為
ス
ノ
後
跡
部
達
蔵
ノ
発
言
二
同
シ
賊

徒
二
応
セ
ン
ト
誓
約
ヲ
ナ
ス
者
事
ノ
漏
泄
ヲ
恐
レ
自
首
ス
ル
ニ
ヨ
リ

禁
獄
三
十
日
宛

土
　
岐
　
良
　
助

　
以
下
　
　
四
人

比
　
森
　
左
右
造

　
以
下
　
拾
三
人

同
上
願
ヲ
為
ス
ノ
後
跡
部
達
蔵
ノ
発
言
二
同
シ
賊
徒
二
応
セ
ン
ト
謀
ル
者
事
ノ

漏
泄
ヲ
恐
レ
自
首
ス
ル
ニ
ョ
リ

　
　
　
禁
獄
三
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
　
島
　
勘
　
七

同
上
願
ヲ
為
ス
ノ
後
賊
徒
二
応
セ
ン
ト
妄
言
ス
ル
者
自
首
ス
ル
ニ
ョ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
　
　
（
一
七
八
九
）
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跡
部
達
蔵
内
乱
陰
謀
事
件
関
係
史
料
（
明
治
十
年
）

禁
獄
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐

藤
清
　
初

去
四
月
廿
一
日
御
達
有
之
侯
秋
田
県
士
族
跡
部
達
蔵
外
拾
八
名
本
月
五
日
同
県

ヨ
リ
送
致
候
二
付
遂
審
問
侯
処
別
紙
口
供
之
通
候
因
テ
何
分
ノ
御
沙
汰
有
之
候

様
相
伺
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
青
森

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弘
前
裁
判
所
長

　
明
治
十
年
五
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　

七
等
判
事
牧
山
矩
印

大
木
司
法
卿
殿

追
申
佐
藤
清
初
秋
田
県
ヨ
リ
跡
部
達
蔵
外
拾
八
名
同
様
自
首
之
赴
ヲ
以
送

致
候
付
是
又
口
供
ヲ
取
リ
上
申
仕
候
也

弘
前
裁
判
所
調
　
　
　
七
　
　
等
　
　
判
　
　
事
　
牧
　
山
　
　
　
矩
印

　
　
　
　
　
　
　
掛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
司
法
省
十
一
等
出
仕
久
保
村
活
三
印

　
自
首
明
治
＋
年
四
月
五
日
　
　
　
秋
田
県
第
一
大
区
三
小
区
羽
後
国
秋
田
郡

　
党
類
＋
八
人
　
　
　
　
　
　
　
楢
山
本
町
下
町
五
百
五
拾
壱
番
地
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曹
洞
宗
　
　
跡
　
部
　
達
　
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
六
年
八
月

一
　
自
分
儀
明
治
二
年
ノ
頃
月
日
不
覚
旧
秋
田
藩
士
族
亡
初
岡
敬
治
隠
謀
二
関

、
係
シ
国
元
脱
走
越
後
国
新
潟
二
立
越
同
所
二
於
テ
暴
発
可
致
積
ノ
処
旧
秋
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
　
　
（
『
七
九
〇
）

藩
追
捕
之
者
二
拘
引
セ
ラ
レ
帰
国
ノ
上
亡
父
跡
部
重
太
郎
ヱ
預
ヶ
置
レ
明
治

四
年
九
月
中
差
免
サ
レ
侯
二
付
明
治
五
年
中
出
国
致
シ
東
京
又
ハ
神
戸
其
他

遊
歴
シ
明
治
八
年
中
帰
国
致
シ
居
候
処
方
今
ノ
御
政
事
上
私
意
二
不
叶
抑
嘉

永
六
年
以
来
海
外
各
国
ト
貿
易
始
り
開
化
ノ
説
頻
リ
ニ
行
ハ
レ
人
心
浮
薄
二

流
レ
士
ハ
頓
二
節
義
ヲ
失
ヒ
惟
利
ノ
ミ
ニ
趨
リ
一
ツ
モ
国
家
ノ
為
二
力
ヲ
尽

ス
ヲ
見
ス
現
二
朝
廷
大
臣
方
ヲ
初
メ
凡
百
官
吏
皆
俸
禄
ヲ
受
ヶ
其
身
二
俸
ス

ル
厚
キ
ヨ
リ
致
ス
所
以
ト
存
シ
真
二
朝
廷
ノ
為
二
端
サ
ハ
月
給
ハ
無
之
ト
モ

奉
職
可
相
成
筈
然
ル
ニ
今
日
ノ
景
況
名
状
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ア
ル
哉
二
想

像
シ
如
斯
日
々
義
気
ヲ
失
ヒ
候
テ
ハ
皇
国
ノ
安
危
二
係
ル
一
大
事
ト
存
シ
日

夜
苦
心
罷
在
候
折
柄
此
度
西
郷
桐
野
篠
原
ノ
徒
西
隅
二
起
リ
天
下
ヲ
掌
握
ス

ル
挙
ア
ル
ヲ
聞
キ
是
レ
真
二
天
幸
ナ
リ
速
二
従
軍
願
ヲ
出
シ
同
志
ヲ
募
リ
県

庁
二
請
願
セ
ハ
一
ツ
ハ
官
吏
及
ヒ
人
民
ノ
信
仰
ヲ
得
ニ
ハ
兵
器
ヲ
得
ン
コ
ト

必
セ
リ
此
際
事
ヲ
東
京
又
ハ
戦
地
二
挙
ケ
西
郷
等
二
応
援
可
致
ト
決
意
致
シ

候
事

一
　
明
治
十
年
三
月
十
九
日
秋
田
郡
保
戸
野
愛
宕
町
士
族
大
島
久
剛
ト
連
署
シ

同
志
百
三
名
ヲ
募
リ
今
般
鹿
児
島
県
逆
徒
御
征
討
被
仰
出
候
二
付
テ
ハ
臣
等

　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

聯
力
数
十
名
ノ
同
志
ヲ
固
結
シ
右
御
征
討
ノ
戎
事
二
補
セ
ラ
レ
千
死
万
艶
シ

　
（
ま
ま
）

テ
震
襟
ヲ
安
鞍
シ
奉
ツ
ル
ノ
一
端
二
相
成
度
志
願
二
付
御
採
用
相
成
候
様
奉

梱
願
候
ト
相
認
メ
秋
田
県
庁
へ
出
願
候
処
明
治
十
年
三
月
廿
二
日
願
之
趣
其

筋
へ
上
申
ノ
上
何
分
ノ
指
揮
二
可
及
ト
指
令
有
之
二
付
最
寄
同
志
ノ
者
へ
披

閲
為
致
一
同
ヘ
ハ
固
ヨ
リ
素
志
ヲ
吐
露
不
致
侯
得
共
我
二
端
ス
ニ
死
ヲ
以
テ

ス
ル
者
ナ
ク
ン
ハ
事
成
ラ
サ
ル
義
二
付
同
志
ノ
内
充
分
御
シ
易
キ
輩
ト
認
メ

タ
ル
土
岐
良
助
佐
藤
大
助
佐
々
木
政
五
郎
東
海
林
兵
之
助
ヲ
集
メ
其
去
就
ヲ
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試
ミ
ン
カ
為
メ
偽
テ
従
軍
願
ヨ
リ
除
名
致
度
旨
申
聞
ケ
尚
嵯
峨
喜
惣
治
安
東

忠
吉
福
川
鉄
三
郎
佐
藤
忠
太
中
島
八
五
郎
服
部
春
政
福
川
軍
平
安
藤
準
之
助

手
島
小
太
郎
藤
田
小
六
阪
本
金
六
小
泉
清
助
比
森
左
右
造
等
十
三
人
ヘ
モ
通

知
致
呉
ヘ
ク
旨
相
頼
置
キ
其
後
明
治
十
年
三
月
廿
三
日
川
尻
総
社
へ
右
之
者

共
集
会
ヲ
為
致
前
書
土
岐
良
助
外
三
名
ヲ
以
テ
除
名
ノ
義
一
同
へ
為
申
述
候

処
篤
ト
本
人
ノ
真
実
ヲ
聞
キ
除
名
セ
ン
ト
返
答
有
之
趣
良
助
外
三
人
ヨ
リ
承

知
致
候
事

一
　
右
同
日
市
街
於
テ
一
酌
致
シ
帰
途
佐
々
木
政
五
郎
方
ニ
テ
従
軍
同
志
ノ
内

戸
島
勘
七
面
会
候
処
暴
論
ヲ
吐
キ
何
ト
ナ
ク
不
満
ノ
色
相
見
へ
候
二
付
因
テ

同
意
ナ
サ
セ
ン
ト
存
シ
又
々
会
合
ノ
事
ヲ
謀
リ
明
治
十
年
三
月
廿
五
日
川
辺

郡
百
三
段
新
屋
村
桑
畑
へ
佐
藤
大
助
外
十
六
人
集
メ
今
般
薩
ノ
士
族
暴
動
ヲ

ナ
シ
タ
ル
ハ
必
ス
西
郷
ニ
シ
テ
国
家
ノ
功
臣
ナ
レ
ハ
朝
廷
ノ
御
為
メ
ヨ
リ
逆

賊
ノ
名
ヲ
蒙
ル
事
ト
想
像
セ
リ
左
ス
レ
ハ
各
位
二
於
テ
モ
朝
廷
ノ
御
為
メ
ニ

ナ
ス
事
ナ
レ
ハ
薩
二
応
ス
ル
モ
同
様
ノ
事
二
付
心
底
如
何
ナ
ル
ヤ
ト
一
同
ノ

決
心
ヲ
試
タ
ル
ニ
熟
レ
モ
何
タ
ル
挨
拶
無
之
翌
三
月
廿
六
日
ト
覚
へ
同
所
へ

集
会
シ
又
々
前
説
ヲ
主
張
シ
タ
ル
ニ
如
何
ナ
リ
ト
モ
朝
廷
ノ
御
為
メ
ナ
レ
ハ

死
ヲ
以
テ
従
事
セ
ン
ト
応
答
ノ
輩
モ
有
之
二
付
然
ラ
ハ
朝
廷
ノ
御
為
メ
ニ
死

ヲ
以
テ
ス
ル
事
ナ
レ
ハ
銘
々
契
約
ヲ
為
ス
ヘ
シ
ト
自
ラ
誓
書
ヲ
作
リ
其
文
二

日
今
般
同
志
ヲ
募
リ
王
師
二
従
事
シ
尽
カ
ス
ル
事
神
明
二
盟
テ
連
判
ス
ト
認

メ
佐
藤
大
助
外
十
六
名
血
判
致
サ
セ
候
得
共
其
心
底
疑
敷
ヨ
リ
一
層
勢
ヲ
張

り
左
ス
レ
ハ
今
ヨ
リ
市
中
ヲ
暴
動
シ
県
庁
二
押
懸
ケ
ン
ト
申
威
シ
タ
ル
処
何

　
レ
モ
面
色
ヲ
失
ヒ
最
前
ノ
応
答
大
キ
ニ
齪
駝
ア
ル
ニ
付
此
分
ニ
テ
ハ
連
モ
素

志
ヲ
遂
ル
ノ
助
ニ
ハ
不
相
成
輩
ト
見
極
メ
其
儘
立
別
レ
寧
ロ
契
約
ヲ
取
消
安

　
　
　
跡
部
達
蔵
内
乱
陰
謀
事
件
関
係
史
料
（
明
治
十
年
）

堵
セ
シ
メ
ン
ト
存
シ
其
後
佐
藤
大
助
宅
へ
一
同
呼
集
メ
誓
書
ヲ
火
中
へ
投
シ

此
上
ハ
朝
廷
ノ
御
為
メ
ニ
尽
力
ス
ヘ
キ
旨
ヲ
申
諭
シ
立
別
レ
其
後
四
五
日
過

キ
従
軍
同
志
ノ
内
浅
原
丈
助
ヨ
リ
戸
島
勘
七
等
近
日
県
庁
及
ヒ
市
中
へ
暴
動

ス
ル
杯
ト
申
触
侯
趣
承
リ
候
折
柄
戸
島
勘
七
自
宅
エ
相
越
相
咄
ス
ニ
ハ
親
戚

ノ
者
ヨ
リ
忠
告
ニ
テ
賊
ノ
趣
申
サ
レ
此
上
如
何
ス
ヘ
キ
哉
ト
相
談
有
之
倦
テ

ハ
勘
七
口
発
ヨ
リ
相
洩
候
事
ト
察
居
候
内
浅
原
丈
助
モ
相
越
連
判
帳
取
持
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
詰
力
）

暴
動
ヲ
起
サ
ン
杯
ト
申
唱
タ
ル
ハ
甚
以
テ
政
府
へ
相
済
サ
ル
旨
詰
問
ヲ
受
ケ

殆
ン
ト
申
開
無
之
剰
へ
同
志
百
余
名
ニ
テ
従
軍
ヲ
願
却
テ
政
府
ヲ
欺
キ
タ
ル

段
深
ク
奉
恐
入
候
次
第
二
付
自
尽
可
致
旨
自
決
ノ
上
打
明
シ
候
所
其
次
第
速

二
自
首
可
致
旨
被
申
聞
候
二
・
付
明
治
十
年
四
月
五
日
先
非
悔
悟
仕
リ
秋
田
県

庁
へ
有
体
自
首
致
候
事

右
之
通
相
違
不
申
上
候
以
上

　
明
治
十
年
五
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
跡
部
達
蔵
撫
印

弘
前
裁
判
所
調
　
　
　
七
　
　
等
　
　
判
　
　
事
　
牧
　
山
　
　
　
矩
印

　
　
　
　
　
　
　
掛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
司
法
省
＋
一
等
出
仕
　
久
保
村
　
活
　
三
印

　
自
首
明
治
＋
年
四
月
五
日
　
　
　
秋
田
県
第
一
大
区
三
小
区
羽
後
国
秋
田
郡

　
党
類
＋
八
人
　
　
　
　
　
　
　
楢
山
末
無
町
番
外
二
十
三
番
地
士
族
土
岐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
蔵
隠
居
平
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
真
宗
　
　
土
　
岐
　
良
　
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
十
六
年
六
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
郡
楢
山
医
王
院
前
町
九
百
五
十
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
　
（
一
七
九
一
）
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跡
部
達
蔵
内
乱
陰
謀
事
件
関
係
史
料
（
明
治
十
年
）

　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
士
族

　
　
　
　
同
浄
土
宗
佐
藤
大
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
六
年
四
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
県
第
｝
大
区
四
小
区
羽
後
国
川
辺
郡
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
段
新
屋
町
番
外
四
番
地
士
族
谷
蔵
二
男

　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浄
土
宗
　
　
佐
々
木
　
政
五
郎

　
　
　
　
同
二
十
九
年
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
県
第
一
大
区
三
小
区
羽
後
国
秋
田
郡
楢

　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
山
策
町
千
拾
九
番
地
士
族

　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
宗
　
　
東
海
林
　
兵
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
四
年
五
月

一
　
自
分
共
儀
先
般
鹿
児
島
県
士
族
暴
動
致
シ
征
討
被
仰
出
候
二
付
何
レ
モ
国

家
ノ
為
メ
ニ
尽
力
致
度
心
底
二
有
之
折
柄
秋
田
郡
保
戸
野
愛
宕
町
士
族
大
島

久
剛
楢
山
本
町
下
町
士
族
跡
部
達
蔵
主
立
鹿
児
島
県
逆
徒
征
討
二
従
軍
可
願

立
趣
承
リ
久
剛
達
蔵
等
ト
謀
リ
同
志
百
三
名
従
軍
致
度
段
右
両
人
惣
代
ヲ
以

　
テ
明
治
十
年
三
月
十
九
日
秋
田
県
庁
へ
書
面
ヲ
以
テ
出
願
候
処
明
治
十
年
三

月
廿
二
日
願
之
趣
其
筋
へ
上
申
ノ
上
何
分
ノ
指
揮
と
可
及
旨
指
令
有
之
最
寄

同
志
ノ
者
打
寄
り
披
見
致
候
処
達
蔵
義
自
分
共
へ
対
シ
従
軍
願
ヨ
リ
除
名
致

旨
被
相
咄
尚
其
趣
ヲ
嵯
峨
喜
惣
治
安
東
忠
吉
福
川
鉄
三
郎
佐
藤
忠
太
中
島
八

五
郎
服
部
春
政
福
川
軍
平
安
藤
準
之
助
手
島
小
太
郎
藤
田
小
六
阪
本
金
六
小

泉
清
助
比
森
左
右
造
等
ヘ
モ
通
知
可
致
呉
旨
被
申
二
付
明
治
十
年
三
月
廿
三

日
川
尻
総
社
へ
集
会
ノ
節
前
段
達
蔵
除
名
ノ
義
其
席
二
於
テ
一
同
へ
申
聞
ヶ

候
処
本
人
ノ
真
実
ヲ
聞
キ
其
上
除
名
セ
ン
ト
ノ
答
二
付
離
散
ノ
後
チ
達
蔵
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
　
　
（
一
七
九
二
）

其
趣
キ
申
通
置
キ
候
尚
明
治
十
年
三
月
廿
五
日
川
辺
郡
百
三
段
新
屋
村
桑
畑

二
集
合
ノ
節
跡
部
達
蔵
口
発
ニ
ハ
薩
ノ
士
族
暴
動
ハ
西
郷
ニ
シ
テ
国
家
ノ
功

臣
ナ
レ
ハ
必
ス
朝
廷
ノ
御
為
ヨ
リ
逆
賊
ノ
名
ヲ
蒙
ル
事
ト
想
像
セ
リ
左
ス
レ

ハ
朝
廷
ノ
御
為
ニ
ナ
ス
事
ナ
レ
ハ
薩
二
応
ス
ル
モ
王
師
二
尽
ス
モ
同
様
ノ
義

二
付
心
底
如
何
ト
質
問
有
之
所
誰
ア
ツ
テ
決
答
致
者
無
之
一
同
離
散
致
シ
翌

三
月
廿
六
日
集
会
ノ
節
達
蔵
儀
前
説
ヲ
主
張
候
二
付
別
段
ノ
思
慮
モ
ナ
ク
朝

廷
ノ
御
為
ナ
レ
ハ
死
ヲ
以
テ
ス
ヘ
キ
旨
一
同
応
答
二
及
候
処
然
レ
ハ
銘
々
契

約
ヲ
為
ス
ヘ
シ
ト
誓
書
ヲ
差
出
シ
其
文
二
日
今
般
同
志
ヲ
募
リ
王
師
二
従
軍

シ
尽
力
ス
ル
事
神
明
二
盟
テ
連
判
ス
ト
認
メ
有
之
一
同
血
判
イ
タ
シ
同
意
ヲ

表
候
処
然
ル
上
ハ
速
二
市
中
ヲ
暴
動
シ
県
庁
江
押
カ
ヶ
ン
ト
達
蔵
申
聞
二
有

之
従
軍
願
ヲ
出
シ
如
斯
ハ
不
都
合
ト
存
候
得
共
一
時
其
意
応
シ
タ
ル
挨
拶
ヲ

ナ
シ
其
儘
相
別
レ
翌
三
月
廿
七
日
ト
覚
へ
佐
藤
大
助
宅
ヘ
一
同
集
会
候
処
達

蔵
申
聞
二
兼
テ
ノ
誓
書
ハ
火
中
へ
投
シ
候
間
以
後
朝
廷
ノ
御
為
二
尽
力
可
致

ト
申
聞
二
相
成
候
然
ル
ニ
右
契
約
血
判
致
シ
候
義
風
聞
相
立
夫
々
御
探
索
モ

有
之
趣
二
承
知
イ
タ
シ
聯
暴
動
ノ
所
存
ハ
毛
頭
無
之
候
得
共
達
蔵
ノ
発
言
二

同
意
致
シ
候
段
不
相
済
義
ト
深
ク
悔
悟
仕
明
治
十
年
四
月
五
日
秋
田
県
庁
へ

有
体
自
首
致
シ
候
事

右
之
通
相
違
不
申
上
候
以
上

　
明
治
十
年
五
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
　
岐
　
良
　
助
栂
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
大
　
助
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
政
五
郎
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
海
林
　
兵
之
助
同
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弘
前
裁
判
所
調
　
　
　
七
　
　
等
　
　
判
　
　
事
　
牧
　
山
　
　
　
矩
印

　
　
　
　
　
　
　
掛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
司
法
省
十
一
等
出
仕
　
久
保
田
　
活
　
三
印

　
自
首
明
治
十
年
四
月
五
日

　
党
類
拾
八
入
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
県
第
一
大
区
三
小
区
羽
後
国
秋
田
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
口
下
裏
町
千
六
百
九
拾
三
番
地
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
臨
済
宗
　
　
比
　
森
　
左
右
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
九
年
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
郡
楢
山
医
王
院
前
町
九
百
六
拾
壱
番
地

　
　
　
　
同
上
　
　
　
　
　
　
　
　
士
族
小
左
ヱ
門
長
男

　
　
　
　
同
上
　
　
　
　
　
　
　
　
浄
土
宗
　
　
藤
　
田
　
小
　
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
四
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
郡
楢
山
登
町
千
四
百
拾
五
番
地
平
民

　
　
　
　
同
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曹
洞
宗
　
　
嵯
　
峨
　
喜
惣
治

　
　
　
　
同
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
三
年
八
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
郡
楢
山
末
無
町
番
外
二
拾
四
番
地

　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
士
族

　
　
　
　
同
　
　
　
　

浄
土
宗
　
安
東
忠
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
九
年
六
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
郡
楢
山
筑
町
千
二
拾
二
番
地
士
族

　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
金
左
ヱ
門
長
男

　
　
　
　
同
　
　
　
真
宗
福
川
鉄
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
三
年
四
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
郡
楢
山
九
郎
兵
ヱ
殿
町
千
百
八
拾
番
地

　
　
跡
部
達
蔵
内
乱
陰
謀
事
件
関
係
史
料
（
明
治
十
年
）

同同　同同　同同　 同同　同同同同　　同同

士
族

栄
之
助
長
男

　
　
禅
　
宗
　
　
佐
　
藤
　
忠
　
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
＋
年
七
月

同
郡
楢
山
末
無
町
九
百
九
拾
六
番
地
士
族

　
　
浄
土
宗
　
中
島
八
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
四
年
二
月

同
郡
楢
山
鉗
刺
町
千
百
三
拾
四
番
地
士
族

　
　
真
　
宗
　
　
服
　
部
　
春
　
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
六
年
七
月

同
郡
楢
山
策
町
千
四
拾
壱
番
地
士
族

　
　
同
　
宗
　
　
福
　
川
　
軍
　
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
＋
八
年
一
月

同
郡
同
町
千
三
拾
七
番
地
士
族

　
　
浄
土
宗
　
　
安
　
藤
　
準
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
四
年
十
一
月

同
郡
楢
山
三
枚
橋
千
百
番
地
士
族

　
　
日
蓮
宗
　
　
手
　
島
　
小
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
拾
四
年
五
月

同
郡
楢
山
登
町
千
四
百
十
四
番
地
士
族

　
　
禅
宗
　
　
小
　
泉
清
　
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
一
年
六
月

同
郡
同
町
千
六
百
七
拾
三
番
地
士
族

　
　
　
　
五
一
　
　
（
一
七
九
三
）

51



　
　
　
跡
部
達
蔵
内
乱
陰
謀
事
件
関
係
史
料
（
明
治
十
年
）

　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
銀
助
長
男

　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浄
土
宗
　
　
板
　
本
　
金
　
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
二
年
六
月

一
　
自
分
共
儀
先
般
鹿
児
島
県
士
族
暴
動
致
シ
征
討
被
仰
出
候
二
付
何
レ
モ
国

家
ノ
為
メ
ニ
尽
力
致
度
心
底
二
有
之
折
柄
秋
田
郡
保
戸
野
愛
宕
町
士
族
大
島

久
剛
楢
山
本
町
下
町
士
族
跡
部
達
蔵
主
立
鹿
児
島
県
逆
徒
征
討
二
従
軍
可
願

立
趣
承
リ
久
剛
達
蔵
等
ト
謀
リ
同
志
百
三
名
従
軍
致
度
段
右
両
人
惣
代
ヲ
以

テ
明
治
十
年
三
月
十
九
日
秋
田
県
庁
へ
出
願
候
処
明
治
十
年
三
月
廿
二
日
願

之
趣
其
筋
へ
上
申
ノ
上
何
分
ノ
指
揮
二
可
及
旨
指
令
有
之
最
寄
同
志
之
者
打

寄
披
閲
イ
タ
シ
翌
三
月
廿
三
日
川
尻
総
社
へ
集
会
ノ
節
跡
部
達
蔵
儀
従
軍
願

ヨ
リ
除
名
致
度
旨
佐
藤
大
助
外
三
人
ヲ
以
テ
相
談
有
之
如
何
ト
モ
了
解
難
致

篤
ト
真
実
承
リ
除
名
セ
ン
ト
答
置
キ
離
散
致
シ
尚
明
治
十
年
三
月
廿
五
日
川

辺
郡
百
三
段
新
屋
村
桑
畑
二
集
合
ノ
節
跡
部
達
蔵
口
発
二
薩
ノ
士
族
暴
動
ヲ

ナ
シ
タ
ル
ハ
西
郷
ニ
シ
テ
国
家
ノ
功
臣
ナ
レ
ハ
必
ス
朝
廷
ノ
御
為
メ
ヨ
リ
逆

徒
ノ
名
ヲ
蒙
ル
事
ト
想
像
セ
リ
左
ス
レ
ハ
朝
廷
ノ
御
為
ニ
ナ
ス
事
ナ
レ
ハ
薩

二
応
ス
ル
モ
王
師
二
尽
ス
モ
同
様
ノ
義
二
付
心
底
如
何
ト
質
問
有
之
処
誰
ア

ツ
テ
決
答
致
者
無
之
一
同
離
散
イ
タ
シ
翌
三
月
廿
六
日
集
会
ノ
節
達
蔵
前
説

ヲ
主
張
候
二
付
別
段
ノ
思
慮
モ
ナ
ク
朝
廷
ノ
御
為
ナ
レ
ハ
死
ヲ
以
テ
尽
ス
ヘ

キ
旨
一
同
応
答
及
候
処
然
レ
ハ
銘
々
契
約
ヲ
為
ス
ヘ
シ
ト
誓
書
差
出
シ
其
文

二
日
今
般
同
志
ヲ
募
リ
王
師
二
従
軍
シ
尽
力
ス
ル
事
神
明
二
盟
テ
連
判
ス
ト

認
メ
有
之
一
同
血
判
致
シ
同
意
ヲ
表
候
処
然
ル
上
ハ
速
二
市
中
ヲ
暴
動
シ
県

庁
へ
押
カ
ヶ
ン
ト
達
蔵
申
聞
二
有
之
従
軍
願
ヲ
出
シ
如
斯
ハ
不
都
合
ト
存
候

得
共
一
時
其
意
二
応
シ
タ
ル
挨
拶
ヲ
ナ
シ
其
儘
相
別
レ
翌
三
月
廿
七
日
ト
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
　
　
（
一
七
九
四
）

へ
佐
藤
大
助
宅
へ
一
同
相
集
候
処
達
蔵
申
聞
二
兼
テ
ノ
誓
書
ハ
火
中
へ
投
シ

候
間
以
後
朝
廷
ノ
御
為
メ
ニ
尽
力
可
致
ト
申
聞
二
相
成
候
然
ル
ニ
右
誓
書
二

血
判
致
タ
ル
風
聞
相
立
夫
々
御
探
索
モ
有
之
趣
二
承
知
致
シ
聯
暴
動
ノ
所
存

毛
頭
無
之
候
得
共
達
蔵
ノ
発
言
二
同
意
致
シ
候
段
不
相
済
義
ト
深
ク
悔
悟
仕

明
治
十
年
四
月
五
日
秋
田
県
庁
へ
有
体
自
首
致
候
事

右
之
通
リ
相
違
不
申
上
候
以
上

明
治
十
年
五
月

坂小手安福服中佐福安嵯藤比
本泉島藤川部島藤川東峨田森

左
右
造
栂
印

小
　
六
同

喜
惣
治
同

忠
　
吉
同

　
（
マ
マ
）

鉄
太
郎
同

忠
　
太
同

八
五
郎
同

春
　
政
同

軍
　
平
同

準
之
助
同

小
太
郎
同

清
　
助
同

金
　
七
同

弘
前
裁
判
所
調
　
　
　
　
七
　
　
等
　
　
判
　
　
事
　
牧
　
山
　
　
　
矩
印

　
　
　
　
　
　
　
　
掛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
司
法
省
＋
一
等
出
仕
久
保
村
活
三
印

　
　
自
首
明
治
＋
年
四
月
五
日
　
　
　
秋
田
県
第
一
大
区
二
小
区
羽
後
国
秋
田
郡
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本
町
六
丁
目
千
二
百
七
拾
番
地
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浄
土
宗
　
　
戸
　
島
　
勘
　
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
十
八
年
三
月

一
　
自
分
儀
先
般
鹿
児
島
士
族
暴
動
致
シ
征
討
被
仰
出
候
二
付
国
家
ノ
為
メ
尽

力
致
度
心
底
二
有
之
折
柄
秋
田
郡
保
戸
野
愛
宕
町
士
族
大
島
久
剛
楢
山
本
町

下
町
士
族
跡
部
達
蔵
主
立
鹿
児
島
逆
徒
征
討
二
従
軍
可
願
立
趣
承
リ
久
剛
達

蔵
等
ト
謀
リ
同
志
百
三
名
従
軍
致
度
段
右
両
人
惣
代
ヲ
以
テ
明
治
十
年
三
月

十
九
日
秋
田
県
庁
ヱ
出
願
候
処
明
治
十
年
三
月
廿
二
日
願
之
趣
其
筋
へ
上
申

ノ
上
何
分
ノ
指
揮
二
可
及
旨
指
令
有
之
折
柄
佐
々
木
政
五
郎
宅
ニ
テ
跡
部
達

蔵
ト
対
酌
ノ
節
薩
二
応
セ
ン
杯
ト
暴
言
致
タ
シ
明
治
十
年
三
月
廿
五
日
川
辺

郡
百
三
段
新
屋
村
桑
畑
二
集
会
候
処
達
蔵
口
発
二
薩
ノ
士
族
暴
動
ヲ
ナ
シ
タ

ル
ハ
西
郷
ニ
シ
テ
必
ス
国
家
ノ
功
臣
ナ
レ
ハ
朝
廷
ノ
御
為
メ
ヨ
リ
逆
賊
ノ
名

ヲ
蒙
ル
事
ト
想
像
セ
リ
左
ス
レ
ハ
薩
二
応
ス
ル
モ
王
師
二
尽
ス
モ
同
様
ノ
義

　
二
付
心
底
如
何
ト
質
間
有
之
予
テ
従
軍
願
ヲ
致
シ
置
キ
不
都
合
ト
ハ
存
候
得

共
同
人
ノ
議
論
二
応
シ
同
意
ヲ
表
シ
候
其
場
二
居
合
タ
ル
者
ハ
別
二
決
答
致

候
者
モ
無
之
一
同
離
散
イ
タ
シ
明
治
十
年
三
月
廿
七
日
ト
覚
へ
佐
藤
大
助
方

　
へ
相
越
タ
ル
ニ
達
蔵
其
外
ノ
者
集
合
二
付
事
柄
承
リ
候
処
碇
ト
返
答
モ
無
之

候
得
共
必
定
前
段
ノ
評
義
ト
想
像
致
シ
候
其
後
酒
興
二
任
セ
薩
賊
二
応
ス
ル

杯
ト
申
触
レ
候
義
親
戚
ノ
者
ヨ
リ
忠
告
ヲ
受
ケ
悔
悟
仕
且
ツ
風
聞
相
立
候
二

付
右
始
末
達
蔵
へ
相
噺
シ
候
上
明
治
十
年
四
月
五
目
秋
田
県
庁
へ
有
体
自
首

致
候
事

右
之
通
相
違
不
申
上
候
以
上

　
明
治
十
年
五
月
廿
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
　
島
　
勘
　
七
栂
印

　
　
　
跡
部
逮
蔵
内
乱
陰
謀
事
件
関
係
史
料
（
明
治
十
年
）

弘
前
裁
判
所
調
　
　
　
七
　
　
等
　
　
判
　
　
事
　
牧
　
山
　
　
　
矩
印

　
　
　
　
　
　
　
掛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
司
法
省
＋
一
等
出
仕
　
久
保
村
　
活
　
三
印

　
自
首
明
治
＋
年
四
月
六
日
　
　
　
秋
田
県
第
一
大
区
三
小
区
羽
後
国
秋
田
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
楢
山
末
無
町
九
百
八
拾
七
番
地
高
橋
團
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禅
宗
　
　
佐
藤
清
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
七
年
三
月

一
　
自
分
儀
先
般
鹿
児
島
県
士
族
暴
動
致
シ
征
討
被
仰
出
候
二
付
テ
ハ
王
師
二

加
リ
国
家
ノ
為
メ
尽
力
致
度
心
底
二
有
之
折
柄
秋
田
郡
保
戸
野
愛
宕
町
士
族

大
島
久
剛
楢
山
本
町
下
町
士
族
跡
部
達
蔵
主
立
鹿
児
島
県
逆
徒
征
討
二
従
軍

顧
差
出
候
趣
承
リ
久
剛
達
蔵
等
ト
謀
リ
同
志
百
三
名
従
軍
致
度
旨
右
両
人
惣

代
ヲ
以
テ
明
治
十
年
三
月
十
九
日
秋
田
県
庁
へ
出
願
候
処
明
治
十
年
三
月
廿

二
日
願
之
趣
其
筋
へ
上
申
ノ
上
何
分
ノ
指
揮
二
可
及
旨
指
令
相
成
侯
処
明
治

十
年
三
月
三
十
一
日
楢
山
旅
町
士
族
福
川
軍
平
ト
酒
宴
ノ
砺
酔
興
二
乗
シ
鹿

児
島
県
暴
動
士
族
へ
同
意
ノ
上
応
援
可
致
杯
ト
容
易
ナ
ラ
サ
ル
義
ヲ
乱
リ
ニ

申
触
候
段
今
更
先
非
悔
悟
致
明
治
十
年
四
月
六
日
秋
田
県
庁
へ
有
体
自
首
致

候
事

右
之
通
相
違
不
申
上
候
以
上

　
明
治
十
年
五
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
清
　
初
摘
印

五
三
　
　
（
一
七
九
五
）
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跡
部
達
蔵
内
乱
陰
謀
事
件
関
係
史
料
（
明
治
十
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
廿
七
日
来
璃
田
口
【

　
　
　
　
明
治
十
年
六
月
二
十
一
日

　
　
大
臣
圏
本
局
囲
　
　
璽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
旧
下
圃
　
園
田
口
［
圓
囲

　
　
　
参
議
　
肉
困
　
熈
堕

別
紙
司
法
省
伺
秋
田
県
士
族
跡
部
達
蔵
以
下
犯
罪
処
断
ノ
儀
該
犯
ハ
鹿
児
島
県

賊
徒
二
応
セ
ン
ト
欲
シ
同
志
ヲ
瀟
集
候
ヘ
ト
モ
終
始
賊
徒
二
牒
シ
合
候
儀
等
無

之
別
種
ノ
モ
ノ
ニ
付
九
州
臨
時
裁
判
所
へ
付
セ
ラ
ル
」
二
不
及
儀
ト
存
候
依
テ

左
ノ
通
御
指
令
可
相
成
哉
仰
　
高
裁
候
也

璃
昼
御
指
令
案

　
　
　
伺
　
ノ
　
通

　
　
　
　
　
明
治
十
年
六
月
廿
八
日
　
開
団

　
〔
手
塚
註
〕
　
印
鑑
の
土
方
は
大
書
記
官
土
方
久
元
、
日
下
部
は
大
書
記
官
日
下
部
東

　
　
作
、
黒
田
は
参
議
黒
田
清
隆
、
牟
田
口
は
少
書
記
官
牟
田
口
元
学
、
眞
男
は
少
書
記

　
　
官
谷
森
眞
男
、
井
手
は
七
等
属
井
手
魯
卿
、
全
て
太
政
官
の
職
員
で
あ
る
（
明
治
十

　
　
年
七
月
「
官
員
録
」
一
枚
裏
、
二
枚
表
に
よ
る
）
。

　
　
　
　
　
自
　
首
　
歎
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
儀

兼
テ
官
軍
へ
従
事
仕
度
儀
政
府
へ
歎
願
仕
度
候
処
去
月
三
十
一
日
馬
喰
町
帰
リ

ノ
醐
酒
ノ
上
薩
州
へ
同
志
杯
ト
俄
連
合
候
事
恐
入
奉
存
候
此
段
御
所
分
之
御
取

扱
被
成
下
度
奉
願
上
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
大
区
三
小
区
楢
山
末
無
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
百
八
十
七
番
地
屋
敷
同
居

　
　
明
治
十
年
四
月
六
伺
　
　
　
　

佐
藤
清
初
一
倒
『

秋
田
県
権
令
石
田
英
吉
殿

五
四
　
　
（
一
七
九
六
）

　
　
　
　
　
従
　
軍
　
願

今
般
鹿
児
島
県
逆
徒
御
征
討
被
仰
出
候
二
付
テ
ハ
臣
等
聯
力
数
十
名
ノ
同
志
ヲ

団
結
シ
右
御
征
討
ノ
戎
事
二
補
セ
ラ
レ
千
死
万
驚
シ
テ

（
ま
ま
）

震
襟
ヲ
安
緩
シ
奉
ツ
ル
ノ
一
端
二
相
成
度
志
願
二
付
御
採
用
相
成
候
様
奉
梱
願

候
依
テ
別
紙
連
名
簿
相
添
此
段
奉
願
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
大
区
三
小
区
秋
田
郡
楢
山
本
町
下
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
百
五
十
一
番
地

劃
胎
井
昨
　
　
　
　
　
　
秋
田
県
士
族
跡
部
達
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
大
区
一
小
区
秋
田
郡
保
戸
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
愛
宕
町
千
八
十
九
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
県
士
族
大
島
久
剛

54

秋
田
県
権
令
石
田
英
吉
殿

前
書
之
通
相
違
無
之
依
テ
奥
印
仕
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
大
区
一
小
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
大
区
三
小
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
長

国古
　宇
安田

弁景

吉信

　
　
戸
主

士
族
　
　
伊
東
　
礼

　
　
同

同

吉

浅
原
　
丈
助



簾
点
ノ
外
ハ
関
係
之
者
二
無
之
侯
一

　
同

同
　
　
国
安

　
忠
兵
衛
長
男

同
　
　
小
貫
山

新
太
郎
長
男

同
　
　
小
柳

寅
太
郎
長
男

同
　
　
梅
津

　
戸
主

士
族
　
御
法
川

　
戸
主

　
（
朱
点
）

同
　

・
手
島

　
同

同
　
　
佐
野

栄
之
助
長
男

　
（
朱
点
）

同
　

・
佐
藤

　
戸
主

　
（
朱
点
）

同
　

・
安
藤

　
同

　
（
朱
点
）
　
（
マ
マ
）

同
　
・
安
藤

　
同

同
　
　
山
本

跡
部
達
蔵
内
乱
陰
謀
事
件
関
係
史
料
（
明
治
十
年
）

茂忠準忠友小直忠貞正兵　　之　　　太三治吉助太明郎郎功蔵隆馬

　
伝
蔵
長
男

同
　
　
小
泉
善
吉

　
戸
主

　
　
（
朱
点
）

同
　

・
福
川
軍
平

　
同

平
民
　
黒
沼
新
八

　
同

　
（
朱
点
）

士
族
・
佐
藤
清
初

金
左
衛
門
長
男

　
（
飽
小
点
）
　
　
　
　
（
マ
マ
）

同
　
　
・
福
川
銭
三
郎

　
戸
主

　
（
朱
点
）

　
　
・
嵯
　
峨
　
喜
惣
治

　
（
マ
マ
）

谷
蔵
六
男

　
（
朱
点
）

　
　
・
佐
々
木
政
五
郎

　
戸
主

平
民
　
　
佐
々
木
　
七
太
郎

　
同

　
（
朱
点
）

士
族
・
戸
島
勘
七

　
同

　
（
朱
点
）

同
　
・
中
島
八
五
郎

　
同

同
　

三
浦
太
吉

　
五
五
　
　
（
一
七
九
七
）
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跡
部
達
蔵
内
乱
陰
謀
事
件
関
係
史
料
（
明
治
十
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
点
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　

・
佐
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
点
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
民
・
土
岐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
士
族
　
佐
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
点
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
・
東
海
林

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
民
　
佐
々
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
士
族
　
田
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
米
吉
長
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
鈴
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喜
一
郎
次
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
政
助
弟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
士
族
　
坂
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
左
衛
門
長
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
点
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　

・
藤
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
三
浦

兼小多喜角礼吉兵定良太太　 喜　　　　　之郎六助助治治蔵助助助助

　
五
六
　
　
（
一
七
九
八
）

　
同

同
　
　
信
太

　
銀
助
長
男

　
　
（
朱
点
）

同
　

・
坂
本

　
戸
主

同
　
　
高
橋

　
良
太
弟

同
　
　
川
尻

　
戸
主

　
　
（
朱
点
）

同
　

・
服
部

　
貞
吉
弟

同
　
　
松
淵

　
戸
主

同
　
　
日
埜

　
同

同
　
　
川
井

　
同

同
　
　
根
本

　
駒
之
助
長
男

士
族
　
高
根

　
戸
主

　
　
（
朱
点
）

同
　

・
小
泉

勇
助

金
七

謙
治

佐
助

春
政

琴
治

此
助

才
記

欣
之
助

桂
太
郎

清
助
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又
右
衛
門
弟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
犬
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
為
助
三
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
角
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
敬
一
郎
次
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
栗
谷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
意
春
弟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
門
脇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
民
　
籠
谷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
点
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
士
族
　
・
比
森

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
石
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
槙
尾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鉄
之
助
長
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
二
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
軍
助
長
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
石
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蔵
太
長
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
信
田

跡
部
達
蔵
内
乱
陰
謀
事
件
関
係
史
料
（
明
治
十
年
）

直達兵鶴軍左茂祐謙清陽　五　　　　右　　　　　之吉郎助治助造助吉吉八助
第
一
大
区
三
小
区
副
戸
長

五
等
訓
導
補

田
敬
之
助

元
　
一
志

条
忠
精

井
忠
恕

藤
寅
之
助

沢
鉄
之
助

山
資
孝

又
金
太
郎

田
通
成

間
直
治

藤
幸
之
助
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戸
主

同
　
　
吉
田

　
同

同
　
　
秋
元

忠
勇
弟

同
　
　
北
条

　
戸
主

同
　
　
川
井

　
同

同
　
　
佐
藤

金
吾
長
男

同
　
　
蟹
沢

　
戸
主

同
　
　
高
山

　
同

同
　
　
川
又

　
同

同
　
　
吉
田

　
同

同
　
　
豊
間

　
同

同
　
　
安
藤

　
五
七
　
　
（
一
七
九
九
）



　
五
八
　
　
（
一
八
○
○
）

忠
兵
衛
長
孫

同
　
　
石
川
亀
治

常
敬
次
男

同
　
　
山
崎
貞
蔵

　
戸
主

同
　
　
桐
原
茂
吉

　
同

同
　
　
持
地
重
幸

良
之
助
四
男

士
族
　
　
菅
　
又
　
吉
太
郎

　
戸
主

平
民
　
奈
良
広
衛

長
勝
弟

士
族
　
　
高
　
畑
　
烈
　
三

　
戸
主

同
　
　
味
森
充
福

時
蔵
長
男

同
　
　
長
野
久
】
郎

敬
助
長
男

同
　
　
　
高
　
橋
　
運
兵
衛

　
戸
主

同
　
　
嵯
峨
政
太
郎
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跡
部
達
蔵
内
乱
陰
謀
事
件
関
係
史
料
（
明
治
十
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
鈴
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
軽
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
小
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
小
菅
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
清
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
鉄
蔵
弟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
高
橋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
大
和
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
田
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
光
輝
弟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
水
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助
六
長
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
赤
須

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
神
保

新鶴養甚儀忠通総金　
為

造治吉吉助郎照蔵弥省郎



同同同同同同同同同同同　真　　 内　 源

戸蔵戸戸膳戸蔵同同同同主長主主三主長田青男中清渋男志山男野清菅瀬
口柳田水江賀田呂水生舎

跡
部
達
蔵
内
乱
陰
謀
事
件
関
係
史
料
（
明
治
十
年
）

総
人
員
百
三
名

明
治
十
年
三
月
十
九
日

同同
同同

川
　
崎
　
雄
蔵

近
　
藤
　
龍
松

　　　朱　点大跡）

島部

久達

剛蔵

四
　
秋
田
県
よ
り
弘
前
裁
判
所
へ
の
「
掛
合
」
書
（
「
府
県
史
料
」

　
料
十
二
・
明
治
十
年
秋
田
県
史
稿
』
政
治
部
騒
擾
時
変
）

・
秋
田
県
史

　
　
　
弘
前
裁
判
所
掛
合
（
手
塚
註
、
日
付
な
し
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

当
県
士
族
跡
部
達
蔵
外
十
九
名
国
事
犯
自
首
致
候
二
付
所
分
方
司
法
省
へ
相
伺

（
ま
ま
）

候
所
其
御
裁
判
所
へ
可
引
渡
御
指
令
二
付
別
紙
仮
口
供
一
件
書
類
エ
求
刑
書
相

添
御
引
渡
及
候
間
可
然
御
処
分
有
之
度
此
段
及
掛
合
候
也

　
〔
手
塚
註
〕
　
別
紙
は
省
略
し
て
附
せ
ら
れ
て
い
な
い
。

五
　
逮
捕
協
力
者
に
対
す
る
秋
田
県
か
ら
の
賞
与
（
「
府
県
史
料
」

　
料
十
六
・
明
治
十
一
年
秋
田
県
史
稿
・
政
治
部
刑
賞
）

・
秋
田
県
史

　
　
金
七
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
等
巡
査
　
　
浅
　
原
　
丈
　
助

右
ハ
当
県
巡
査
奉
職
以
前
明
治
十
年
二
月
中
西
南
暴
徒
騒
擾
ノ
ト
キ
ニ
方
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
（
一
八
〇
一
）
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跡
部
達
蔵
内
乱
陰
謀
事
件
関
係
史
料
（
明
治
十
年
）

当
県
士
族
跡
部
達
蔵
外
十
八
名
従
軍
ヲ
名
ト
シ
陽
二
有
志
ヲ
煽
募
シ
陰
二
賊
徒

二
応
セ
ン
コ
ト
ヲ
謀
ル
ヲ
以
テ
巡
査
塩
浜
金
弥
及
菅
生
正
男
等
ト
探
索
二
尽
力

シ
テ
之
レ
ヲ
偵
知
シ
即
チ
秋
田
警
察
署
へ
申
告
ス
此
二
由
テ
達
蔵
等
危
機
切
迫

ナ
ル
ヲ
知
リ
自
首
セ
ル
ハ
丈
助
等
尽
カ
ニ
ヨ
ル
ヲ
以
テ
規
則
二
照
ラ
シ
本
年
一

月
十
二
日
金
七
円
ヲ
賞
与
シ
ニ
月
十
五
日
之
レ
ヲ
内
務
省
へ
上
申
セ
リ

六
〇
　
　
（
一
八
〇
二
）
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第
一
大
区
三
小
区
秋
田
郡
楢
山
中
町

　
　
　
金
七
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
士
族
　
　
菅
　
生
　
正
　
男

　
右
ハ
明
治
十
年
二
月
中
西
南
暴
徒
二
応
セ
ン
コ
ト
ヲ
謀
リ
陽
二
従
軍
ノ
名
ヲ

仮
リ
陰
二
不
軌
ヲ
企
ツ
ル
当
県
士
族
跡
部
達
蔵
等
ノ
逆
謀
ヲ
捜
索
偵
知
シ
即
チ

秋
田
警
察
署
二
申
告
ス
ル
ニ
縁
リ
達
蔵
等
危
機
切
迫
ヲ
知
リ
自
首
セ
ル
ハ
巡
査

塩
浜
金
弥
ト
与
二
本
人
尽
カ
セ
ル
ニ
ヨ
ル
ヲ
以
テ
規
則
二
照
ラ
シ
本
年
一
月
十

六
日
金
七
円
ヲ
賞
与
シ
ニ
月
十
五
日
之
レ
ヲ
内
務
省
へ
上
申
セ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
月
八
日
・
稿
）

後
記
　
本
稿
起
算
に
際
し
、
史
料
の
復
写
に
は
国
学
院
大
学
講
師
中
山
勝
君
の

　
援
助
を
う
け
た
。
そ
の
学
恩
を
謝
す
。


